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ヒアリング対象者非公表につき取扱注意

第４回農協系統の事業・組織に関する検討会議事要旨

１．時 間： 平成１２年５月２４日（水） １０：００～１２：１８
２．場 所： 農林水産省３階第１特別会議室
３．出席者： 委 員

奥村 一則 富山県・農事組合法人サカタニ農産代表理事
岸 康彦 愛媛大学農学部教授
後藤 康夫 農林水産長期金融協会会長
佐藤 晴登 ＪＡ山形おきたま代表理事組合長
佐藤三千男 読売新聞論説委員
生源寺真一 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
森本 一仁 熊本県・農業者
山田 俊男 全国農業協同組合中央会専務理事

農林水産省
経済局長、審議官、金融課長、農業協同組合課長、組織対策室長

４．議 題： 関係者ヒアリング
５．議事内容
○ 農業者１名、農業法人代表者１名、地方公共団体関係者１名、合計３名から
ヒアリングを行った後、自由討議に入った。

１ 農業者 Ａ
Ａ，別紙１により説明。

（主な質疑）
委員： 消費者の食への関心は高まっているが、生産者と少しズレがあるという

話だったがどういうことか。
Ａ 生産者が作りやすい遺伝子組換商品は消費者に受け入れられにくい、消�

費者が必要とする有機農産物は生産者にとってコストが高く作りづらい、
というようなズレがある。

委員： 中央会について、討議を積み上げても結果が組合員まで届かないという
ことであったが、どういうことか。

Ａ 意見が反映されなかったものについてどうして反映されなかったのか説�

明がなされていない。生産者も理事になってしまうとＪＡの経営に重点が
移ってしまう。

委員： 直接販売について、消費者に直接売るケース、大手スーパーと提携する
ケースいろいろあると思うが具体例を教えていただきたい。

Ａ 大手スーパーと提携することは難しい。インターネットを通じたり、仲�

間を通じて販売する例が多いと思われる。インターネット等を通じた直接
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販売の場合、生産者は農産物の販売代金の回収が不慣れなため回収できる
か不安がある。販売代金の回収を農協にお願いできないか。

委員： 他の商系業者は、農協より安く売ってもやっていけるという自信がある
が、農協は何か言われてからでないと安く売らない。はじめから安く売ろ
うという姿勢が欠けているのではないか。

Ａ 自分の農協では安く売る努力をしており、大口購買の農家は農協の安さ�

を実感している。
委員： 「組合員は権利は主張するが義務ははたしていない」とは具体的にど

ういうことか。
Ａ 組合員は 自分たちの農産物を高く売るのは当たり前という意識が強く� 、 、

農協に求めるものが高い。一方、農協系統外の販売をするなど、組合員の
義務を怠っている面もあり、組合員自身の改革も必要である。

委員： 自分が組合長になったらどうするつもりか。
Ａ 営農指導が大事だと思う。技術は農家の方が上なので、流通、販売、情�

報提供をしてほしい。これ自身はＪＡの収益にならないが、これと購買・
販売が結びつくはずである。

委員： 農協の信用事業について利用しているのは、貯金だけか、貸付も受けて
いるのか、また農協以外の金融機関も利用しているのか。

Ａ 農協から借り入れている。９割から１０割近くが農協で、他は郵便局も�

利用している 農協で行っている共済事業の推進は 農家のためのものか。 、 、
農協が契約を集めたいためのものか疑問に感じている。

委員： 経済事業で採算がとれているとは思われない。共済事業や他の事業で赤
字を補っており、それが結果的に本来の農協の収支をおかしくしている。
農機具の販売も決して安くなく、それでも採算がとれないならやめればい
いという発想も必要ではないか。

Ａ そう思う。�

２ 農業法人代表者 Ｂ
Ｂ，別紙２により説明。

（主な質疑）
委員： 農協グループとして総合商社機能を発揮し、ヒット商品を生むという努

力や農協の農産物は安全でおいしいということを定着させブランドとして
売り出していこうという意欲が欠けているのではないかと思っている。
農産物販売のときのブランドはどうしているのか。

Ｂ 地域の特産物で終わらせることなく、ＪＡのマークのついた商品を全国�

的に流通させるようなネットワークづくりを進めていくべきであるが、今
は自分の名前で売っている。

委員： 機械化により条件整備を行いコスト減を図ろうとしても山間部では難し
い。山間部では米をつくるべきであるような話であったが、どういうこと
か。
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Ｂ 中山間地で大豆、麦、野菜を作っても所得がペイしないため、結局耕作�

放棄をする。中山間地で歯止めをかけるとすれば、産業を定着させなけれ
ばならないところ、稲作はそういうところで築かれてきた歴史がある。条
件のいいところでは、最大戦略作物を作り、条件の悪いところは積み重ね
のある技術、営農でそれなりの作物を作って最終的な価格は、相互補完の
扶助制度がとれないものか。

委員： 生産法人として農協金融についてどう思うか。
Ｂ 銀行、信金と比較すると銀行、信金の方がきちんとやってくれる。結局�

農協離れをおこし、公庫の直貸にいってしまう。よほどＪＡの方で考えな
いと法人とうまくやっていくことは難しいのではないか。ＪＡはもっと法
人の意見を聞いてほしい。

３ 地方公共団体部長 Ｃ
Ｃ，別紙３により説明。

（主な質疑）
委員： 中金と信連の統合では貴県が進んでいるが、信連が早く統合のめどがつ

いたことについて特別な事情があるか。
Ｃ 運用面で専門的知識を有する人材が少ないということが最大の理由では�

ないか。
委員： 県の出先機関と合併農協のエリアを同じにしたという説明であったが、

県の事務所を合併農協にあわせていったということか。
Ｃ そういうことである。�

委員： 市町村との関係はどうか。
Ｃ 町村との調整機能を持つために県の出先機関に企画振興室を作った。�

委員： 県中央会がないと困るという分野は何か。
Ｃ 県では、信用事業はやりきれないので、中央会は監査に力を入れていた�

だきたい。
委員： 農業者の場合何かやろうとする場合補助金なしにはものを考えないが、

この点についてどう考えるか。
Ｃ まず個人や農機具等の補助ということではなく、計画や企画に対する助�

成、融資でなければならないと考えている。
委員： 貴県の管内で農協の破綻処理をしたことがあると思うがそのときのポイ

ントは何だったか。
Ｃ 結局は経営状況のディスクロの問題。知らないうちに大変なことになっ�

ていたという感じだ。
委員： 普及所では、組織ではなく主に個人を相手にした普及活動がなされてお

り、それが農協の活動を阻害している面もある。普及員には、農協の機構
の中に学経として入ってもらうのが一番よいのではないか。

Ｃ 私も学経が理事に入るようにする必要があると考えている。�

委員： 今は農業関係の団体がたくさんあり、指導が多すぎて困っている。
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事務局： 経営対策を指導する機関を一本化できないかというのは一つの課題であ
り、経営改善支援センターを中心にまとめられないか検討している。４
月から信用組合について金融監督庁が全て検査することになったが、農
協についても県ではなく国で検査すべきという意見もある。国も要請検
査ということで検査できることになっているが、現在の体制で良いか、
意見を聞きたい。

Ｃ ＪＡの数も減ってきたので 県で検査するということで良いと思われる� 、 。
ただ 大きなＪＡなど県のレベルでは十分検査できないところもあるので、 、
要請検査という制度は残していただきたい。

○ 討議の後、次回の開催の日程につき説明を行い、閉会した。




















